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「仙台市市民センターの施設理念と運営方針」の見直し（第二次）のあり方について 

〔答申構成（案）〕 

○前回までの審議会で出された意見等 

 

Ⅰはじめに 

 

Ⅱ 見直しにあたっての考え方 

  

（１）拠点館の役割の再検討及び記載の明確化について 

市拠点館（生涯学習支援センター）の基本的な役割についての検討 

１．全市にわたる生涯学習事業の推進 

〇市民から見て、拠点館と地区館の事業の役割の違いや、その関係性が明確であるべき 

〇膨大な量の事業を実施していることの適否について 

【事業評価報告より】 

〇「学びのまち・仙台 市民カレッジ」事業では、３つの体系「地域づくり・人材育成系講

座」「教養・キャリアアップ系講座」「市民プロデュース講座」を相互に関連させ、学習成果

をより効果的に地域・社会に還元することが求められる 

  

２．生涯学習推進のための専門性の向上 

  【事業評価報告より】 

〇社会ニーズや課題に対応しているか丁寧な調査・分析を行いながら、今後一層、先進的な  

取り組みや多様な学習ニーズの把握と効果的なプログラムづくり等の調査・研究に励み、

その成果について地区館等への還元を期待する 

 

３．市民一人ひとりのニーズに対応した生涯学習支援体制の充実 

   〔生涯学習に関する関係機関との連携・協力の推進〕 

〔生涯学習情報の計画的体系的な収集と提供〕 

  〇地域ニーズや参加者が変化するなか、人を集め行動につながる仕組みづくりが必要 

〇市民が情報を必要としたときに容易にアクセスできる仕組みづくりに努めるべき 

〇ＳＮＳ（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）をはじめとして、様々な対象者

に適した広報手段により、市民センターの周知を図る必要がある 

【事業評価報告より】 

〇新しく取り込みたい層に向けてこれまでとは違う広報のあり方を考える必要がある 

〇多様な社会的ニーズや現代的課題に応えていくためにも、さらに連携・協力の可能性を探

る必要がある 

 

４．指定管理業務のマネジメントの推進 

〇要求水準書の内容は指定管理期間中の事業の継続性を前提としながら、状況の変化に対応 

していくべき 
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５．職員の育成 
〇地域と一緒に取り組む職員や市民を事業の担い手側へ導く職員など、地域づくりに寄与す

る実質的な資質の向上が必要 

〇職員同士の連携（不足）や職員の負担などに課題があり、改善すべき 

〇もっと地域と交流を重ね、地域のことや地区館事業を把握する必要がある 

〇資質のある若手職員の確保が課題となっており、働きやすい環境づくりやモチベーション

の向上に向けた事業評価や人事評価、手当等が必要ではないか 

 

【事業評価報告より】 

〇職員が自己のキャリアに応じて適切に資質と能力の向上を図れるよう、よりわかりやすく

研修体系を提示する必要がある 

〇学んだ知識やスキルを実際に活用・実践できるまでの研修プログラムについて検討する必

要がある 

 

 

（２）「震災を踏まえた市民センターの役割と取組」の記載事項の内容・構成の再検討 

 

１．災害時における役割 

○高砂市民センターが指定避難所となったことを踏まえ、指定避難所及び補助避難所の役 

割の違いに対しての市民センターの役割の記載の明確化について 

○生活の場としての役割を意識し、乳幼児や高齢者に配慮した避難所運営への市民センタ 

ーとしての関わりについて 

 

２．地域の防災体制づくりへの支援 

○3.11の避難所運営の経験、最新の災害救援物資や情報等を踏まえ、備蓄物資の充実や見

直しについての市民センターとしての関わりについて 

○新たな災害の発生や法改正、3.11以降の災害対応や最新の知見を踏まえ、現代的な課題

として捉えた上での市民センターの役割について 

○防災対応等についてステージが上がっていく現状を踏まえた上で、市民センターとして地

域における学習をどう展開するべきか 

○小・中学校との連携について、その連携を踏まえ、地域での学習にどう取り組むか 

 

３．地域の防災・減災に資する講座等の実施 

○補助避難所であることを踏まえ、全市民センターにおける防災・減災に関する講座等の標

準化の取組みについて 
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（３）「仙台市市民センターの施設管理の運営方針」の記載事項の内容・構成の再検討 

 

１．市民サービスの向上 

○市民交流スペース等を含め、市民センター利用者の安全・安心を確保する 

 

２．市民交流スペースの確保、オープンスペースの活用 

○市民センターにおける責任範囲の明確化について〔資料２〕 

○オープンスペース（市民活動室 親子室 娯楽室等）についての確認 

○市民センターの各スペースの利用状況について 

・図書室、図書ボランティアを例にして 

○市民交流スペースの運営について 

 

３．地域住民との顔の見える関係づくり 

○地域が主体となって地域課題を解決にするため、市民センターが地域の拠点であることに 

ついて、市民への意識づけ、周知、お知らせ等への市民センターの取組みについて 

○市民センター管轄地区において、主にコミュニティ・センター等を利用している住民に向

けた市民センターの取組みについて〔資料３〕 

 

４．全体について 

○20年後、100年後を見据え、将来の市民センターはどうあるべきか、みんながよく理解し

て共通認識を持ち一致団結していける方向性、将来あるべき姿を見据えた論議を行ってい

きたい。 

○市民センターをより良いものしたい、だれもが使えて温かい、気軽に入れて、楽しく過ご

すことができる、市民センターがあってよかったと言われる存在であってほしいとの地域

の想い、さらには、地域の協力があってこそ市民センターの運営ができるということの認

識を共有していくことが重要である。 

 

 

（４）全体、他の項目への意見等 

・「基本的な役割」地区館、区拠点館について 

・「事業の目的」地区館、拠点館、全体について 

・「施設理念」について 

 

 

Ⅲ まとめ  


